
県外医療機関・助産所で

妊産婦・乳児健康診査を受診される方へ

広 島 県 廿 日 市 市

廿日市市と契約していない県外の医療機関・助産所で、妊産婦・乳児健康診査を受診さ

れる方は、一旦、受診された医療機関・助産所で健康診査費用をお支払いいただくことに

なります。

受診後、支払われた健康診査費用の公費負担相当額の返還を受けるためには、次の手続

きが必要です。

受診・払い戻しの流れ

１） 健診受診前に補助券及び結果票を医療機関又は助産所に提出する。

２） 健康診査を受診する。

３） 受診後、結果票を受け取り、健診費用を支払う。

４） 廿日市市の下記担当窓口で、払い戻しの手続きを行う。

※申請は、妊婦健診の受診者又は乳児健診受診者の保護者

(払い戻し手続きにお持ちいただくもの)※①⑤は窓口にあります。

① 廿日市市妊産婦健康診査等公費負担償還払申請書兼請求書

② 結果票（医療機関又は助産所で必ず記入してもらってください。）

③ 健康診査費用を支払った領収書

④ 印鑑

⑤ 口座振替依頼書 ※申請者と振込口座先が異なる場合は「委任状」が必要です。

５） 申請後、廿日市市から公費負担額を上限として、健診費用額を支払います。

※入金までには1ヵ月程度お時間がかかります。

（廿日市市の健診費用公費負担限度額一覧表）

問合わせ・提出先

廿日市市 子育て応援室 ℡（0829）30-9188 〒738-8512 新宮一丁目１３番１号

佐伯支所「ネウボラさいき」 ℡（0829）72-1124 〒738-0292 津田１９８９番地

吉和支所「ネウボラよしわ」 ℡（0829）77-2113 〒738-0301 吉和１８８６番地１

大野支所「ネウボラおおの」 ℡（0829）30-3309 〒739-0463 大野一丁目１番１号

宮島支所「ネウボラみやじま」 ℡（0829）44-2001 〒739-0595 宮島町１１６５番地６
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健 康 診 査 １回あたりの公費負担限度額 注 意

妊婦一般健康診査検査 １１，９００円

健康診査の

検査費用が

公費負担限

度額を下回

った場合は、

検査費用額

になります。

妊婦一般健康診査

（第１回目～第14回目）
６，２８０円

子宮頸ガン検診 ３，２００円

クラミジア検査 ２，３３０円

乳児一般健康診査 ６，２８０円

産婦健康診査（１回目・２回目） ５，０００円

助産施設妊婦一般健康診査 ３，５１０円

新生児聴覚検査 ２，８４０円

妊婦・乳児・１歳６か月児・

３歳児精密健康診査

健康保険の診療報酬の例によ
り算定した額から、保険者が負
担すべき額を控除した額


